
 

                              平成１９年２月１日 

                            規 則 第 ８ 号 

 

 熊本県後期高齢者医療広域連合一般職の職員の給与に関する条例施行規則  

 

（趣旨） 

第１条 熊本県後期高齢者医療広域連合一般職の職員の給与に関する条例（平成１９

年条例第１６号。以下｢条例｣という。）の施行に関しては、他の規則に別段の定め

のあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。 

（給与の支給） 

第２条  職員の給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給定日

は、その月の２１日とする。ただし、その日が熊本県後期高齢者医療広域連合職員

の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１９年条例第１２号。以下「勤務時間条例」

という。）第９条に規定する休日（以下「休日」という。）、日曜日又は土曜日に

当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でな

い日を支給定日とする。 

２  時間外勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給定日は、翌月の

２１日とし、前項ただし書の規定は、この場合に準用する。 

第３条  給料の計算期間（以下「給与期間」という。）中、給料の支給定日後におい

て新たに職員となった者及び給料の支給定日前において退職し又は死亡した職員

には、前条の規定にかかわらず、その際給料を支給することができるものとする。 

第４条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給については、給料の支給方法に

準じて支給する。 

２ 時間外勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が退職し又は

死亡した場合には、その際支給することができるものとする。 

（給与の口座振込） 

第５条 条例第７条の規定による申出があったときは、その者に対する給与の全部を

その者の預金口座への振込み（以下「振込み」という｡）の方法によって行うもの

とする｡ 

２ 前項の申出は､書面（別記第１号様式）を任命権者に提出して行うものとし、申出



 

の内容を変更する場合についても同様とする｡ 

（休職者等の給与の支給） 

第６条  職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけ

るその給与期間の給与は、条例第８条第４項の例により支給する。 

（１）休職にされ、又は休職の終了により復職した場合 

（２）地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下｢育児 

休業法｣という。）第２条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了によ 

り職務に復帰した場合 

（３）停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合 

２  前項の職員が、給与の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その

給与期間中の給与をその際支給する。 

（給与の非常時払） 

第７条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、

婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した

場合には、給与の支給定日前であっても、請求の日までの給与を日割計算によりそ

の際支給する。 

（扶養手当） 

第８条  条例第１１条第１項の規定による届出は、扶養親族届（別記第２号様式）に

より行うものとする。 

２  任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養

手当の月額を認定しなければならない。 

３  任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養

手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿（別記第３号様式）に記載するものとす

る。 

４  任命権者は、第２項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し

扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。 

第９条  任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。 

（１）民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者 

（２）その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額１３０万円程度以  

上である者 



 

（３）重度心身障害者の場合は前２号によるほか、終身労務に服することができない 

程度でない者 

２ 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人物を扶養する場合は、その職員が主

たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。 

（時間外勤務手当） 

第10条  条例第１６条第１項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に

応じて、当該各号に定める割合とする。 

（１）条例第１６条第１項第１号に掲げる勤務  １００分の１２５ 

（２）条例第１６条第１項第２号に掲げる勤務  １００分の１３５ 

２ 条例第１６条第３項の規則で定める時間は、勤務時間条例第５条の規定により条

例第１６条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間（以下「割振り変更前の正規

の勤務時間」という。）を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前

の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。 

（１）条例第１７条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当 

が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間 

ア 当該週の正規の勤務時間（勤務時間条例第９条に規定する正規の勤務時間を

いう｡以下この条において同じ。）が３８時間４５分に当該休日勤務手当を支給

されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務

時間を超えて勤務した時間 

イ 当該週の正規の勤務時間が３８時間４５分に当該休日勤務手当を支給される

こととなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給される

こととなった時間に相当する時間 

３ 条例第１６条第３項の規則で定める割合は、１００分の２５とする。 

 （休日勤務手当の支給される日） 

第11条 条例第１７条前段の規則で定める日は､勤務時間条例第３条第１項に規定す

る週休日に当たる勤務時間条例第９条に規定する祝日法による休日の直後の勤務

日等（勤務時間条例第１０条に規定する勤務日等をいう｡以下この条において同

じ｡）（当該勤務日等が条例第１５条に規定する祝日法による休日等若しくは年末

年始の休日等又は次項の広域連合長が指定する日（以下この条において｢休日等｣と

いう｡）に当たるときは､当該休日等の直後の勤務日等）とする｡ただし､職員の勤務



 

時間の割振りの事情により､各任命権者が他の日とすることについて広域連合長の

承認を得たときは､その日とする｡ 

２ 条例第１７条後段の規則で定める日は､国の行事の行われる日で国の例に準じ広

域連合長が指定する日とする｡  

（休日勤務手当の支給割合） 

第12条  条例第１７条の規則で定める割合は、１００分の１３５とする。 

 （支給の基礎となる勤務時間数） 

第13条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月

の全勤務時間（手当の支給割合を異にする時間があるときは、その異にする時間ご

とに計算した時間数）によるものとする。この場合において１時間未満の端数を生

じた場合は、その端数が３０分のときは１時間とし、３０分未満のときは切り捨て

る。 

（管理職員特別勤務手当） 

第14条  条例第２０条第２項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職務応じ、当該

各号に定める額とする。 

（１）事務局長 8,000円 

（２）事務局次長及び審議員 6,000円 

（３）課長 4,000円 

２  条例第２０条第２項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が６時

間を超える場合の勤務とする。 

３  管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職

員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。 

（期末手当の支給を受ける職員） 

第15条 条例第２２条第１項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項

に規定するそれぞれの基準日（以下｢基準日｣という。）に在職する職員 （条例第

２３条各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次に掲げる職員以外の職員

とする。 

（１）無給休職中の者 

（２）刑事事件に関し起訴され休職中の者 

（３）停職中の者 



 

（４）育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員のうち、熊本県後期高 

齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例（平成１９年条例第１３号。以

下「育児休業条例」という。） 

第５条の３第１項に規定する職員以外の職員 

第16条 条例第２２条第１項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これ

らの職員には期末手当を支給しない。 

（１）その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに 

該当する職員であった者 

（２）その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員となっ

たもの  

（３）その退職に引き続き、国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員（非常勤  

である者を除く。）となったもの 

第17条 条例第２７条第６項ただし書の規則で定める職員は、前条第２号及び第３号

に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。 

策18条  基準日前１箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が２回以

上あるものについて、前２条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日

の退職のみをもって、当該退職とする。 

（加算を受ける職員及び加算割合） 

第19条  条例第２２条第５項（条例第２５条第４項において準用する場合を含む。以

下同じ。）の規則で定める職員の区分は、別表第１の職員欄に掲げる職員の区分と

し、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応す

る同表の加算割合欄に定める割合とする。 

（期末手当に係る在職期間） 

第20条  条例第２２条第２項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として

在職した期間とする。 

２  前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。 

（１）第１５条第３号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間 

（２） 育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間に 

ついては、その２分の１の期間 

（３）休職にされていた期間については、その２分の１の期間 



 

３  公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除

算は行なわない。 

第21条  基準日以前６箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を

受ける職員となった場合（第２号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受

ける職員となった場合に限る。）は、その期間内においてそれらの者として在職し

た期間は、前条第１項の在職期間に算入する。 

（１）熊本県後期高齢者医療広域連合の特別職に属する地方公務員 

（２）国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で任命権者が適当と認める職      

員 

２  前項の期間の算定については、前条第２項及び第３項の規定を準用する。 

（一時差止処分に係る在職期間） 

第22条  条例第２３条及び第２４条（これらの規定を条例第２５条第５項及び第２７

条第７項において準用する場合を含む。）に規定する在職期間は、条例の適用を受

ける職員として在職した期間とする。 

２  前条第１項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、

それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。 

   （一時差止処分の手続） 

第23条  任命権者（その委任を受けた者を含む。以下同じ。）は、条例第２４条第１

項（条例第２５条第５項及び第２７条第７項において準用する場合を含む。）の規

定による一時差止処分（以下｢一時差止処分｣という。）を行おうとする場合は、あ

らかじめ、広域連合長に協議しなければならない。 

第24条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時処分を受けた者に文

書を交付しなければならない。 

２  前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合

においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、

掲示された日から２週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。 

（一時差止処分の取消しの申立ての手続等） 

第25条  条例第２４条第２項（条例第２５条第５項及び第２７条第７項において準用

する場合を含む。）の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明

示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。 



 

２ 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて

広域連合長に協議しなければならない。 

（一時差止処分の取消しの通知） 

第26条  任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた

者及び広域連合長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければ

ならない。 

（不服申立ての教示） 

第27条  条例第２４条第５項（条例第２５条第５項及び第２７条第７項において準用

する場合を含む。）に規定する説明書（次条において｢処分説明書｣という。）には、

一時差止処分について、広域連合長に対して不服申立てをすることができる旨及び

不服申立期間を記載しなければならない。 

（処分説明書の写しの提出） 

第28条  任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し１通を広域連

合長に提出しなければならない。 

（その他の事項） 

第29条  第２２条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項

は、広域連合長が定める。 

（勤勉手当の支給を受ける職員） 

第30条 条例第２５条第１項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項

に規定するそれぞれの基準日に在職する職員（条例第２５条第５項において準用す

る条例第２３条各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次に掲げる職員以

外の職員とする。 

（１）休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。 

（２）第１５条第３号に該当する者 

（３）育児休業法第２条の規定による育児休業をしている職員のうち、育児休業条例 

第５条の３第２項に規定する職員以外の職員 

第31条  条例第２５条第１項後段の規則で定める職員は､次に掲げる職員とし、これら

の職員には勤勉手当を支給しない。 

（１）その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに 

該当する職員であった者 



 

（２）第１６条第２号及び第３号に掲げる者 

２  第１９条の規定は、前項の場合に準用する。 

  （勤勉手当の支給割合） 

第32条  条例第２５条第２項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間によ

る割合（同条において｢期間率｣という。）に第３６条に規定する職員の勤務成績に

よる割合（同条おいて｢成績率｣という。）を乗じて得た割合とする。 

（勤勉手当の期間率） 

第33条  期間率は、基準日以前６箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応

じて、別表第２に定める割合とする。 

  （勤勉手当に係る勤務期間） 

第34条  前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間と

する。 

２  前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 

（１）第１５条第３号に掲げる職員として在職した期間 

（２）育児休業法第２条の規定により育児休業している職員として在職した期間 

（３）休職にされていた期間（公務傷病等による休職者であった期間を除く。） 

（４）条例第１５条の規定により給与を減額された期間 

（５）負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病又は通勤（地方公務員災害補償法（昭 

和４２年法律第１２１号）第２条に規定する通勤をいう。）による負傷若しくは 

疾病を除く。）により勤務しなかった期間から勤務時間条例第３条第１項に規定 

する週休日並びに条例第１５条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休 

日等（次号において「週休日等」という。）を除いた日が３０日を超える場合に 

は、その勤務しなかった全期間 

（６）勤務時間条例第１６条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期 

間から週休日等を除いた日が３０日を超える場合には、その勤務しなかった全期 

間 

（７） 育児休業法第９条第１項の規定による部分休業の承認を受けて１日の勤務時間 

の一部について勤務しなかった日が９０日を超える場合には、その勤務しなかっ 

た期間 

（８）基準日以前６箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規 



 

定にかかわらず、その全期間 

第35条 第２１条第１項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在

職した期間の算定について準用する。 

２  前項の期間の算定については、前条第２項各号に掲げる期間に相当する期間を除

算する。 

（勤勉手当の成績率） 

第36条 地方公務員法第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の規定により採用

された職員（次条において「再任用職員」という。）以外の職員の成績率は、当該

職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職

員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内にお

いて、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第２５

条第１項の職員が著しく少数であること等の事情により、第１号及び第２号に定め

る成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ広域連合長

と協議して、別段の取扱いをすることができる。 

（１）勤務成績が特に優秀な職員 １００分の８３．５以上１００分の１３５以下 

（２）勤務成績が優秀な職員 １００分の７４以上１００分の８３．５未満 

（３）勤務成績が良好な職員 １００分の６４．５ 

（４）勤務成績が良好でない職員 １００分の６４．５未満 

２ 前項の場合において、職員の成績率を同項第４号に該当するものとして定める場

合には、当分の間、広域連合長の定めるところによるものとする。 

３ 第１項第１号及び第２号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準

となる割合は、広域連合長が定める。 

第37条 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者によ

る勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該

各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。 

（１）勤務成績が優秀な職員 １００分の３２．５超 

（２）勤務成績が良好な職員 １００分の３２．５ 

（３）勤務成績が良好でない職員 １００分の３２．５未満 

２ 前条第２項の規定は、前項第３号に該当するものとして成績率で定める場合に準

用する。 



 

第38条 前２条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、

広域連合長が定める。 

（期末手当及び勤勉手当の支給日） 

第39条   期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第３の基準日欄に掲げる基準日の別

に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日

曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は

土曜日でない日とする。 

  （給与の減額） 

第40条  条例第１５条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時

間数によって計算する。この場合において、１時間未満の端数を生じたときは、時

間外勤務手当の支給の例による。 

第41条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料月額に対応する額を、次の給

与期間以降の給料月額から差引くものとする。ただし、退職、休職等の場合におい

て減額すべき給与額が、給料月額から差引くことができないときは、条例に基づく

その他の未支給の給与から差し引くものとする。 

（端数計算） 

第42条  再任用短時間勤務職員について、条例第４条の規定による給料月額に１円未

満の端数があるときは､その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とす

る。 

２ 条例第２２条第２項の期末手当基礎額又は条例第２５条第２項前段の勤勉手当基

礎額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

       

附  則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附  則（平成２２年４月１日規則第２号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附  則（平成２３年４月１日規則第３号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附  則（平成２３年４月１日規則第４号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 



 

別表第１（第１８条関係） 

給 料 表 職     員 加算割合 

職務の級が７級の職員 １００分の１５ 

職務の級が５級及び６級の職員 １００分の１０ 行 政 職 給 料 表 

職務の級が４級の職員 １００分の５ 

 

別表第２（第３３条関係） 

勤 務 期 間 割  合 

６箇月 １００分の１００ 

５箇月１５日以上  ６箇月未満 １００分の９５ 

５箇月以上     ５箇月未満 １００分の９０ 

４箇月１５日以上  ５箇月未満 １００分の８０ 

４箇月以上     ４箇月１５日未満 １００分の７０ 

３箇月１５日以上  ４箇月未満 １００分の６０ 

３箇月以上     ３箇月１５日未満 １００分の５０ 

２箇月１５日以上  ３箇月未満 １００分の４０ 

２箇月以上     ２箇月１５日未満 １００分の３０ 

１箇月１５日以上  ２箇月未満 １００分の２０ 

１箇月以上     １箇月１５日未満 １００分の１５ 

１５日以上     １箇月未満 １００分の１０ 

１５日未満 １００分の５ 

零 零 

 

別表第３（第３９条関係） 

基  準  日 支  給  日 

６月 １日   ６月３０日   

１２月 １日 １２月１０日 



 

別記第１号様式（第３条関係） 

 

給 与 口 座 振 込 申 出 書 

熊本県後期高齢者医療広域連合長 様 

給与の口座振込について､次のとおり申し出ます。 

年  月  日 

フリガナ 電算コード 印  

熊本県後期高齢者医療

広域連合 

        

        課 

氏 名 ＊  

 

申出区分 
１ 新規  ２ 変更 

３ 取消 

 

振込開始 
年  月 

        支払分以降 

 

金 融 機 関 名 金融機関コード 

金融機関 本支店 

口 座 

区 分 金融機関 本支店 

種 

別 
口 座 番 号 

   

A 

 
１普通 

２当座 

       

登 

 

録 

 

口 

 

座 
   

B 

 
１普通 

２当座 

       

 

 

二つ口座を希望する場合 

振 込 額 振 込 額 

A 口座 

定額    円 

B 口座 

残   額 

 ＊は記入不要 



 

記  入  上  の  注  意 

 

 この申出書は、新たに給与の口座振込を申出る場合又は申出事項に追加若しくは変更が生じた場合

に、職員自身が記入し、総務課長に記入する。 

〈記入方法〉 

 １ 必ず職員本人が記入し、押印すること。 

 ２ 記入は黒のボールペンを使用し、楷書でていねいに書くこと。 

 ３ 使用する印鑑は銀行届出印でなくてよい。（本人の印鑑であれば可） 

 ４ 〔申出区分〕は、害との番号を○で囲む。 

   新規････････口座振込を開始する場合 

   変更････････登録口座又は振込内容を変更する場合 

   取消････････口座振込をやめる場合 

 ５ 〔登録口座〕は振込先の金融機関及び本店・支店名を記入する。 

   記入の際、金融機関コード・本支店コード・口座番号は預金通帳又はキャッシュカード等によ

り十分確認を行うこと。 

   なお､登録口座が既に二つある場合、そのうちで一つでも変更するときは、変更する口座のみ

ならず既に登録している他の口座も記入すること。 

 ６ 提出期限 

   希望する月の前月の１０日までに総務課長へ提出すること。 

   （ただし、氏名の変更の場合はその都度） 

 


